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論文の主旨
本邦において、障害者の大学進学は、大きく２つの方向性で模索された。その主流は「一般大学」の門戸開放を目指す動きであった。広瀬[2005]は視覚障害者が大学進学を目指した主たる動機は「三療（按摩・針・灸）」以外の職域の拡大であったとする。「盲学校」「聾学校」の閉じられた世界から、健常者の社会の中に入っていく、障害者の大学進学はこうした動きを支援することによって発展したと言いうる。こうした流れを便宜的に「分けない」道と呼ぶ。
　他方で、傍流ではあるものの、障害者と健常者の高等教育の場を「分ける」道も模索される。1970年代初頭、障害者のための高等教育機関が構想されはじめ、その構想は「身体障害者短大設置構想」などと呼ばれるようになる(筑波大学附属盲学校[1996])。その結果、1990年に聴覚障害者・視覚障害者のみが入学できる「筑波技術短期大学」が設置され、2005年には4年制の筑波技術大学として改組される。
障害者と健常者の学ぶ場を「分ける/分けない」は障害児教育における大きな争点であり、諸外国では「統合教育」が主流となりつつあるが、本邦は分離教育の制度・理論が大きな力を持っている(堀[1998:376])。先行研究の問題点として、「分ける/分けない」の議論が義務教育課程に集中し、後期中等教育・高等教育（高校・大学等）を対象とする検討は十分でないという点がある。高等教育における議論も、義務教育課程のそれと同じく重要であり、見逃すことができない。
高等教育の「分けない」道については、いくつかの研究がなされてきた。広瀬[2005]や「障害学生支援」史の研究によって、門戸開放の様相はすでに明らかになりつつある。他方、「分ける道」の研究は十分になされてこなかった。筑波技術短期大学の第２代学長であり、設置構想にも深いかかわりを持つ小畑修一は、小畑[1995]において筑波技術短期大学が障害者だけを教育の対象とする形態で設置されたのは、一般大学への進学と並行して（聴覚）障害者の高等教育進学の機会を確保することがねらいであったとしている。小規模ではあるものの、同校は小畑[1995]の述べるような機能を果たしてきたことはたしかである。しかし、そもそもなぜ、どのような経緯によって、「聴覚・視覚障害者のみ」を対象としてこうした機関が構想され、設置に至ったのだろうか。
本邦の障害者の高等教育の展開を理解するうえで重要であるものの、この問いにもとづく「設置構想」の歴史的検討はこれまで十分になされてこなかった。構想の経緯は推進派・反対派の双方による断片的な記述によって知りうるのみである。
そこで本論文では、「身体障害者短大設置構想」の発端から、筑波技術短期大学設置までの経緯を明らかにする。これまで、①インタビュー調査（反対運動の中心人物であった者4名へのインタビュー）および②文献の調査分析を行い、以下の点を明らかにした。
1970年代初頭、盲・聾学校の「職業教育」が時代遅れであるとする批判が強まってきていた。1972年には「雑司ヶ谷闘争——東京教育大学附属盲学校（のちの筑波大学附属盲学校）における全共闘運動」が起こるが、これは附属盲の職業教育制度の不備を糾弾する闘争であった。雑司ヶ谷闘争においては「リハ科は短大もしくは高等専門学校になるべきだ。理療科教師は開業以外の職域拡大になぜ努力しないのか」(有宗[2011:135])という主張がなされていた。前後関係は定かでないが闘争と同時期の1970年代初頭、筑波大学附属盲・聾学校の「専攻科(職業教育課程にあたる)」を短期大学に昇格させ環境充実を図る計画が立ち上がった(筑波大学附属盲学校[1996])。1976年、文部省が検討に着手し、1978年には筑波大学に調査会が設置され、調査報告がなされた。その後も文部省・筑波大が主導的に構想を進め、附属盲・聾は構想の主体から外れた。1980年代、設置構想は反対運動によって停滞する。1981年、反対派が「筑波身障者短大構想に反対する連絡会」を設置し、反対運動が本格化する。それに伴い、1月24日、文部省に設置中止を求める要望書が提出された(視覚障害者労働問題協議会[2000:53])。運動の中心にいたのは「雑司ヶ谷闘争」を主導した大橋由昌であり、やがて附属盲の教員であった有宗義輝などの教職員組合や附属聾の出身者を中心とする聴覚障害者の当事者組織、身体障害者の団体（茨城青い芝）も加わった。
大橋[1998:222]は設置に反対した理由として、①盲ろう学校の矛盾を高等教育の場にまで先送りすること、②文部省の隔離教育政策を容認することなどをあげる。「盲ろう学校の矛盾」とは、盲・聾教育が（職業的）自立を目標に掲げる一方で、盲・聾教育の職業訓練課程・制度では自立が困難であるという状況を指している。
構想の発端であった附属盲・聾学校の内部から反対の声が上がった理由は、構想が附属盲・聾学校の求めた形ではなくなったこと、つまり筑波大学・文部省の主導によって構想の形が変容した点にある。論点の一つは「専攻科」を残すかどうかであった。附属盲学校は当初から専攻科をなくしたうえであらたに短大を設置する形（専攻科の短大昇格路線）で進めようとしていたが、文部省は附属盲学校に専攻科を残したまま短大を設置した。そのため、同様の役割を持つ筑波大学附属学校の専攻科と筑波技術大学は生徒を取り合う「競合関係」のまま現在に至る。
1990年、当初の計画より５年遅れで筑波技術短期大学が設置、2005年には４年制の筑波技術大学へ改組された。
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研究史上の意義
本論文では、文部省の官僚（組織）や筑波大学の「特殊教育」学の研究者らが、どのように障害者の高等教育を構想し、なぜそれが反対されたのかという点を中心に考察する。アメリカには「ろう者」を教育の対象とするギャローデット大学がある。筑波技術短期大学が職業訓練に傾斜した大学である一方で、ギャローデット大学は50の学位プログラムを持つ「総合大学」である。本邦における障害者の高等教育もギャローデット大学のような障害者のみの「総合大学」の設置という方向へ向かう可能性はあったが、それがなされなかったのはなぜだろうか。マイノリティーの教育における「包摂/排除」という観点から、こうした問いに答えることが可能になると考える。
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